
善通寺市ひとり親等ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、ひとり親等が善通寺市ファミリー・サポート・センター事業実施要

綱（令和７年善通寺市告示第４０号。以下「実施要綱」という。）に基づく相互援助活

動を受けた場合に支払った利用料の一部を助成することにより、就労及び自立を支援す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例によるほ

か、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 利用料 相互援助活動に対して利用会員が協力会員に支払う報酬（交通費その他の

実費及び利用取消時の負担分を除く。） 

⑵ ひとり親等 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児童扶養手当を

受給している者又は生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による扶助を受けてい

る者 

（助成対象者） 

第３条 この要綱による助成金を受けることができる者は、利用会員のうち、相互援助活

動が実施された日においてひとり親等であって、次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

⑴ 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による本市の住

民基本台帳に記録されている者 

⑵ 利用料を滞納していない者 

（助成額） 

第４条 利用料の助成額は、１月当たりの利用料の合計額の２分の１の額とする。ただし、

算出した額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、善通寺市ひと

り親等ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書（第１号様式）に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 当該年度の児童扶養手当証書の写し又は生活保護受給証明書 



⑵ 利用料の領収書原本 

２ 前項の申請書は、相互援助活動利用月の最終利用日の翌日から起算して１年以内に、

市長へ提出しなければならない。 

（交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査して交付の

適否を決定し、その結果を善通寺市ひとり親等ファミリー・サポート・センター利用料

助成金交付決定（却下）通知書（第２号様式）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付することを決定したときは、速やかに助成金を申請者

に交付するものとする。 

（助成金の返還） 

第７条 市長は、偽りその他の不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、

既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。 

（報告） 

第８条 市長は、助成金の交付について必要があると認められるときは、助成金の交付を

受け、又は受けようとする者及び関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができ

る。 

（譲渡等の禁止） 

第９条 この要綱による助成金の交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供して

はならない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行う

ことができる。 

 



第１号様式（第５条関係） 

 年  月  日 

善通寺市長 様 

申請者 住  所 

                        氏  名 

                        電話番号 

 

善通寺市ひとり親等ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書 

 

善通寺市ひとり親等ファミリー・サポート・センター利用料助成金の交付を受けたいの

で、次のとおり申請します。 

なお、助成金の支給に必要な情報を市が調査することに同意します。 

利用月 利用料（Ａ） 
交付申請額 

（Ａ）×１／２（１０円未満切り捨て） 

 年  月 円 円 

 年  月 円 円 

 年  月 円 円 

 年  月 円 円 

 年  月 円 円 

 年  月 円 円 

合計 円 円 

 

振 

込 

口 

座 

金融機関名  

支店名  

預金種目 １．普通 ２．当座 ３．その他（     ） 

口座番号  

口座名義人（カタカナ）  

備考 

１ 利用料（Ａ）は、利用会員が協力会員に支払った報酬であり、交通費その他の実費及び利用取消時

の負担分は助成対象になりません。 

２ 添付書類：①利用料の領収書原本 ②児童扶養手当証書の写し又は生活保護受給証明書 

３ 助成金交付申請書は、相互援助活動利用月の最終利用日の翌日から起算して１年以内に提出してく

ださい。 

 



第２号様式（第６条関係） 

年  月  日 

           様 

 

善通寺市長   

 

 

善通寺市ひとり親等ファミリー・サポート・センター利用料助成金 

交付決定（却下）通知書 

 

 

 年  月  日付けで申請のあった善通寺市ひとり親等ファミリー・サポート・セン

ター利用料助成金の交付について、次のとおり決定（却下）したので通知します。 

 

利用月 交付申請額 交付決定額 

年  月～ 

年  月 
円 円 

口座振込（予定）日  

 

 

却下の理由 

 

 

 

 

 


